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追

悼

真
正
ト
ミ
ス
ト
、
ト
マ
ス
水
波
朗
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む

山

田

秀

二
〇
〇
三
年
七
月
三
十
一
日
午
後
五
時
五
十
四
分
、
本
物
の
法
哲
学
者
が
亡

く
な
ら
れ
ま
し
た
。
本
物
の
法
哲
学
者
と
は
、
九
州
大
学
名
誉
教
授
水
波
朗
先

生
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
大
動
脈
解
離
に
よ
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
由
で
す
。
享

年
八
十
歳
。

先
生
の
学
問
的
な
業
績
に
関
連
す
る
詳
細
で
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
評
価
は
別

の
適
切
な
場
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
水
波
先
生
に
教

え
を
受
け
た
門
下
生
と
し
て
、
そ
し
て
先
生
が
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
の

た
め
に
ご
寄
稿
下
さ
っ
た
数
々
の
論
文
へ
の
感
謝
の
念
を
こ
め
て
、
こ
こ
に
そ

れ
に
沿
う
よ
う
な
追
悼
の
一
文
を
認
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
生
は
、
後
に
最
高
裁
判
所
判
事
に
任
官
さ
れ
た
河
村
又
介
先
生
の
下
で
、

初
め
は
憲
法
学
の
研
究
に
入
ら
れ
ま
し
た
が
、
物
事
を
根
本
か
ら
問
い
直
す
と

い
う
根
源
性
（
ア
ル
ケ
ー
）
へ
の
要
求
が
よ
ほ
ど
強
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
、
憲
法
学
の
根
本
学
、
即
ち
国
法
学
へ
と
進
ま
れ
、
後
に
法
哲
学
へ
と
重
心

を
移
行
さ
せ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
早
い
時
期
か
ら
、
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ

（H
a
ro
ld L

a
sk
i

）
と
批
判
的
に
取
り
組
ま
れ
、
こ
れ
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な

い
と
思
い
ま
す
が
、
ア
ル
フ
・
ロ
ス
（A

lf R
o
ss

）、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
（H

a
n
s

 

K
elsen

）、
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
（K

a
rl R

a
im
u
n
d P

o
p
p
er

）
等
、
先
生
が

よ
っ
て
立
た
れ
る
ト
マ
ス
主
義
と
は
異
な
る
立
場
の
思
想
家
の
主
著
を
正
面
か

ら
取
り
上
げ
て
の
批
判
的
書
評
を
欧
米
語
で
も
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。後
年
、ハ
ー

ト
（H

.
L
.
A
.
H
a
rt

）
批
判
論
文
も
執
筆
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

国
際
法
学
で
高
名
な
大
澤
章
先
生
の
導
き
で
と
伺
っ
て
い
ま
す
が
、
カ
ト

リ
ッ
ク
に
入
信
な
さ
っ
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
（Jea

n D
a
b
in

）

先
生
の
下
で
三
ヵ
年
半
、
本
場
の
ル
ー
ヴ
ァ
ン
大
学
で
、
特
に
メ
ル
シ
エ
枢
機

卿
（C

a
rd
.
M
ercier

）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
、
そ
こ
の
哲
学
高
等
研
究
所
に

お
い
て
ト
マ
ス
主
義
の
哲
学
、
法
哲
学
の
研
究
に
取
り
組
ま
れ
、
先
生
の
法
哲

学
的
思
想
に
更
に
深
み
と
徹
底
性
と
を
加
え
て
い
か
れ
ま
し
た
。

帰
国
後
『
法
の
観
念
｜
ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
と
そ
の
周
辺
｜
』
を
公
刊
。
丹
念

に
ダ
バ
ン
の
著
書
を
読
み
こ
な
し
、
彼
が
対
決
し
た
法
学
者
を
主
と
し
た
夥
し

い
著
書
に
も
目
を
通
し
て
、
纏
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
恐
ら
く
、
ダ
バ
ン
先
生
が
遣
り
残
さ
れ
た
こ
と
、
詰
り
、
水
波
先
生
の

用
語
で
は
「
志
向
の
ダ
バ
ン
学
説
」
を
意
識
的
に
実
現
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
ま

し
た
。
又
、
冒
頭
に
二
十
世
紀
の
哲
学
の
大
き
な
潮
流
を
踏
ま
え
、
そ
の
中
で
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の
ト
マ
ス
主
義
の
位
置
を
確
認
し
、
ト
マ
ス
主
義
と
は
一
体
ど
ん
な
主
張
を
有

す
る
学
派
で
あ
る
の
か
を
、
明
快
に
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
は
、

私
の
知
る
限
り
、
非
常
に
稀
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
有

名
な
「
本
性
適
合
的
認
識
」
と
い
う
用
語
が
紹
介
さ
れ
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
以
後
の
先
生
の
諸
学
問
活
動
に
明
確
な
方
向
性
が
与
え
ら
れ

ま
し
た
。
近
代
科
学
が
、
認
識
主
観
か
ら
独
立
し
た
対
象
と
し
て
し
か
事
態
を

捉
え
ず
、
そ
の
結
果
、
何
か
操
作
が
自
由
に
行
え
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に

人
々
を
、
そ
し
て
勿
論
い
わ
ゆ
る
学
者
を
も
思
い
誤
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
、

そ
う
し
た
根
本
的
な
近
代
批
判
と
結
び
つ
く
存
在
論
的
な
認
識
論
が
そ
こ
に
は

認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
反
省
化
し
て
対
象
化
さ
れ
た
認
識
だ
け
が
科
学

的
学
問
的
な
認
識
で
あ
る
、
と
す
れ
ば
、
人
間
の
豊
か
な
現
実
を
捉
え
る
能
力

が
全
面
的
に
発
揮
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
実
は
人
間
に
と
っ
て
よ
り
重
要

な
事
柄
を
軽
視
な
い
し
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
繫
が
る
、
と
だ
け
言
っ
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。﹇
詳
細
は
、『
法
の
観
念
』
二
七
｜
三
三
頁
、
本
格
的
に

は
六
十
一
頁
に
も
及
ぶ
論
文「
自
然
法
に
お
け
る
存
在
と
当
為
」（
後
掲
論
文
44
）

を
ご
一
読
願
い
ま
す
。﹈

先
生
が
三
十
歳
の
頃
、
ド
イ
ツ
語
で
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
メ
ス
ナ
ー
（Jo

-

h
a
n
n
es M

essn
er

）
の
『
自
然
法
』
に
巡
り
会
っ
て
読
み
進
む
う
ち
に
、
す
っ

か
り
内
容
に
惚
れ
込
ま
れ
た
。そ
し
た
ら
、直
ち
に
同
志
と
翻
訳
の
事
業
を
や
っ

て
の
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
情
熱
的
な
と
こ
ろ
が
先
生
に
は
あ
り
ま
し
た
。
ダ

バ
ン
先
生
の
重
要
著
作
の
う
ち
か
ら
、
後
年
の
三
部
作
『
新
版

法
の
一
般
理

論
』、『
権
利
論
』、『
国
家
と
は
何
か
｜「
政
治
的
な
も
の
」
の
探
求
｜
』
は
単
独

訳
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
、
先
生
は
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
訳
本

を
出
し
て
お
ら
れ
る
。
先
生
の
中
学
時
代
は
、
第
一
外
国
語
が
英
語
。
そ
し
て

後
に
彦
根
高
商
（
高
等
商
業
学
校
）
で
は
第
一
外
国
語
と
し
て
、
実
は
中
国
語

を
学
ば
れ
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。
研
究
生
活
に
入
ら
れ
て
か
ら
は
、
英
語
、

ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
の
文
献
は
し
ば
し
ば
読
ん
で
お
ら
れ
た
。

ス
イ
ス
、
バ
ー
ゼ
ル
で
世
界
法
哲
学
社
会
哲
学
会
が
開
催
さ
れ
た
と
き
、
先
生

は
、
せ
っ
か
く
東
洋
か
ら
参
加
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
か
日
本
か
ら
話

題
を
持
っ
て
い
っ
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
た
由
、
結
果
的
に
は
郷

土
の
近
江
聖
人
中
江
藤
樹
の
人
間
存
在
論
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
報
告
な
さ
い
ま
し

た
。
こ
れ
に
も
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
て
、
先
生
は
幼
少
の
頃
か
ら
尊
敬
の
念
を

も
っ
て
い
た
郷
土
の
聖
人
の
和
綴
じ
の
全
集
（
？
）
を
入
院
療
養
中
に
読
破
さ

れ
た
そ
う
で
す
。和
綴
じ
本
は
寝
転
が
っ
て
い
て
も
軽
く
て
読
め
る
も
の
な
あ
、

と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ざ
何
か
国
際
学
会
で
報
告
す
る
と
な
っ
た
段
階
で
、

し
か
も
大
会
参
加
者
に
多
少
は
新
鮮
味
を
覚
え
て
も
ら
え
る
よ
う
な
報
告
に
し

た
い
と
お
考
え
の
と
き
に
念
頭
に
浮
ん
だ
の
は
藤
樹
先
生
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

若
い
と
き
に
馴
染
ん
だ
も
の
は
有
り
難
い
も
の
で
、
必
要
な
箇
所
は
直
ぐ
に
確

認
が
で
き
た
、
と
言
い
ま
す
。
藤
樹
論
は
先
生
の
学
問
の
発
展
過
程
か
ら
言
う

と
「
中
期
」
の
作
品
で
あ
る
、
と
世
間
で
は
言
う
ら
し
い
の
で
す
が
、
こ
れ
に

先
生
は
賛
成
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
故
な
ら
、
藤
樹
先
生
の
思
想
は
、
常
に

水
波
先
生
の
中
に
存
在
し
続
け
た
わ
け
で
す
。
た
ま
た
ま
よ
い
機
会
が
あ
っ
た

か
ら
、
バ
ー
ゼ
ル
大
会
で
公
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
晩
年
に
為
さ
れ

て
も
よ
か
っ
た
。
或
は
、
公
表
さ
れ
な
い
ま
ま
埋
も
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ

と
も
あ
り
得
た
訳
で
す
。
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
関
す
る
論
文

に
も
言
え
る
、
と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。
証
拠
を
挙
げ
て
実
証
的
に
思
想
の
究
明
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を
す
る
の
は
勿
論
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
お
門
違
い
な
詰

ら
ぬ
事
を
い
じ
く
り
ま
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
二
、
三
十
年
ぶ
り
に
使
っ
た
中
国
語
が
ま
あ
何
と
か
通
じ
た
の

は
嬉
し
か
っ
た
、
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
出
版
さ
れ
た『
ト
マ
ス
主
義
の
法
哲
学
』、『
ト
マ
ス
主
義
の
憲
法
学
』、

『
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
法
と
国
家
』、
何
れ
も
大
変
な
力
作
で
す
。
例
え
ば
、
私

は
南
山
大
学
に
赴
任
し
て
三
年
ほ
ど
先
生
の
ホ
ッ
ブ
ズ
論
を
理
解
す
べ
く
、
図

書
館
か
ら
関
連
図
書
を
借
り
出
し
て
取
り
組
ん
で
み
ま
し
た
。
原
典
は
も
と
よ

り
、
研
究
書
の
方
も
少
し
は
目
を
通
し
て
み
ま
し
た
が
、
先
生
の
ホ
ッ
ブ
ズ
論

を
越
え
る
の
は
先
ず
無
理
だ
と
納
得
す
る
の
に
然
程
時
間
は
要
し
ま
せ
ん
で
し

た
。し

か
し
、
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
九
州
大
学
を
定
年
退
官
な
さ
っ
て
か
ら
、
メ

キ
シ
コ
訪
問
を
機
縁
と
し
て
、
そ
の
前
後
だ
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
は
、
本
格

的
に
ス
ペ
イ
ン
語
の
学
習
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
勿
論
、
以
前
か
ら
ラ
テ
ン
語

を
読
ん
で
お
ら
れ
る
関
係
上
、
ス
ペ
イ
ン
語
や
イ
タ
リ
ア
語
は
ル
ー
ヴ
ァ
ン
留

学
時
代
に
少
し
は
学
ん
で
お
ら
れ
た
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
六

十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
、
し
か
も
本
格
的
研
究
の
た
め
に
集
中
し
て
新
し
い
語
学

を
学
習
す
る
と
い
う
の
は
稀
有
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
イ

グ
ナ
シ
オ
・
ブ
ル
ゴ
ア
（Ig

n
a
cio B

u
rg
o
a

）
と
い
う
大
変
な
憲
法
学
者
な
の

だ
そ
う
で
す
が
、
そ
の
憲
法
学
者
の
主
著
二
冊
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
千
数
百
ペ
ー

ジ
の
本
を
読
破
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
文
を
纏
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
先
生

の
学
問
的
な
活
動
は
そ
れ
で
終
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
に
出
か

け
ら
れ
た
折
、
夥
し
い
量
の
文
献
を
購
入
な
さ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
帰

国
後
、
そ
れ
ら
に
目
を
通
し
、
掘
り
出
し
物
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
嬉
し

そ
う
に
、
電
話
で
或
は
手
紙
で
、
そ
の
様
子
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

社
会
倫
理
研
究
所
と
の
関
係
で
は
、
第
三
回
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
記
念
国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
た
と
き
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
協
会

日
本
支
部
長
と
し
て
出
席
さ
れ
、
又
、
研
究
所
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
現
代

社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
論
」
に
も
報
告
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
何
れ

も
、
社
会
倫
理
研
究
叢
書
の
第
二
巻
、
第
三
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、『
社
会
と
倫
理
』
の
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
に
「
オ

ン
ト
ロ
ギ
ー
と
メ
ス
ナ
ー
倫
理
学
」
を
連
載
中
で
、
次
の
号
で
、
恐
ら
く
は
完

結
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
度
の
突
然
の
一

生
に
一
度
限
り
の
出
来
事
で
、
永
遠
に
完
結
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
惜
し
ま
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
と
言
う
の
も
、
次
号
で
は
、
多
分
、
ジ
ル

ソ
ン
（E

tien
n
e G

ilso
n

）
の
研
究
を
下
敷
き
に
、
そ
し
て
マ
リ
タ
ン
（Ja

cq
u
es

 
M
a
rita

in

）
の
デ
カ
ル
ト
批
判
を
拠
り
所
に
、
近
代
思
想
を
批
判
的
に
総
括
し

て
い
く
と
い
う
こ
の
作
業
は
私
に
も
予
測
は
つ
き
ま
す
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ

て
か
ら
の
叙
述
が
具
体
的
に
ど
う
展
開
さ
れ
て
い
く
の
か
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が

と
て
も
興
味
津
々
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
既
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
（H

eiri
 
B
erg

-

so
n

）、
フ
ッ
サ
ー
ル（E

d
m
u
n
d H

u
sserl

）、
ハ
イ
デ
ガ
ー（M

a
rtin H

eid
eg
-

g
er

）等
を
織
り
込
ん
で
の
論
文
も
あ
り
ま
す
が
、
今
度
は
新
た
に
発
掘
し
た
フ

ラ
ン
ス
語
文
献
を
ふ
ん
だ
ん
に
利
用
し
て
纏
め
ら
れ
る
、
と
伺
っ
て
い
た
か
ら

で
す
。

も
う
一
つ
、
最
近
、
そ
れ
も
こ
こ
二
、
三
年
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
が
、「
更
に

新
し
い
境
地
」
が
開
か
れ
て
き
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
よ
し
、
こ
れ
で
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自
分
の
法
哲
学
体
系
が
著
せ
る
、
と
張
り
切
っ
て
お
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

そ
れ
を
思
っ
て
も
、
実
に
惜
し
ま
れ
ま
す
。

最
近
で
は
、
ボ
ル
ド
ー
大
学
の
ジ
ャ
ン
・
マ
ル
ク
・
ト
リ
ジ
ョ
ー
教
授
（P

o
f.

Jea
n
-M
a
rc T

rig
ea
u
d

）
と
文
通
を
通
し
て
、
色
々
と
学
問
的
な
交
流
に
花
を

咲
か
せ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
ト
リ
ジ
ョ
ー
先
生
の
著
書
の
一
部
の
翻

訳
を
自
ら
手
が
け
ら
れ
て
、
そ
れ
が『
自
然
法
と
文
化
』（
創
文
社
か
ら
出
版
予

定
）
に
「
人
格
的
存
在
者
（
ペ
ル
ソ
ナ
）」
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
す
。
同

時
に
紹
介
文
も
準
備
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
又
、
先
生
の
最
後
の
論
文
と
な
っ
た

「
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
」
も
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
追
悼
文
を
書
き
始
め
る
前
は
、個
人
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
幾
つ
か
も﹇
例

え
ば
、
告
解
の
話
、
復
活
の
話
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
話
、
ラ
テ
ン
語
合

宿
の
話
、
九
重
山
登
山
の
話
等
は
主
に
大
学
院
時
代
の
こ
と
で
、
就
職
し
て
か

ら
は
、
学
問
動
向
の
話
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。﹈ご
紹
介
し
た
い
、
と

思
い
ま
し
た
が
、
思
っ
た
以
上
に
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
は
別
の

機
会
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

水
波
先
生
、
先
生
が
長
い
こ
と
本
当
に
孤
軍
奮
闘
な
さ
っ
た
こ
と
を
思
い
ま

す
と
、
今
は
そ
の
代
わ
り
安
ら
か
に
憩
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
推
察
い
た

し
ま
す
。
心
か
ら
そ
の
よ
う
に
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

以
上
は
、
二
〇
〇
三
年
九
月
二
十
七
日
付
け
に
て
既
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹

介
し
た
追
悼
文
を
下
敷
き
に
若
干
の
加
筆
を
施
し
た
も
の
で
す
。
尚
、
一
部
重

複
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
水
波
先
生
ご
逝
去
の
知
ら
せ
を
受
け
た
直
後

に
準
備
し
た
弔
辞
の
控
え
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
る
観
点
に
絞
っ
て
私
が
語
る
べ

き
最
小
限
の
内
容
と
し
て
と
っ
さ
に
脳
裡
に
浮
ん
で
き
た
も
の
を
再
現
し
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
次
に
再
掲
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
末
尾

に
は
先
生
の
業
績
目
録
を
﹇
但
し
、
編
著
と
翻
訳
は
省
略
い
た
し
ま
し
た
。﹈
ご

覧
に
い
れ
よ
う
と
思
い
ま
す
。

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

弔

辞

七
月
三
十
一
日
仕
事
を
終
え
帰
宅
し
た
の
が
十
時
半
を
少
し
回
っ
て
い
ま
し

た
。
背
広
を
着
替
え
て
居
間
に
下
り
て
き
た
と
き
電
話
の
鳴
る
音
が
聞
こ
え
ま

し
た
。
水
波
先
生
の
奥
様
か
ら
で
し
た
。
以
前
も
そ
う
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
の

で
す
が
、
今
回
は
何
と
は
な
し
に
胸
騒
ぎ
が
し
ま
し
た
。

奥
様
の
口
か
ら
、
先
生
が
永
眠
さ
れ
た
と
の
由
、
た
だ
た
だ
茫
然
と
す
る
の

み
で
し
た
。
色
々
と
思
い
が
脳
裡
を
横
切
り
ま
し
た
。

翌
朝
出
か
け
る
直
前
に
再
び
奥
様
か
ら
連
絡
を
頂
き
ま
し
て
、
メ
ス
ナ
ー
協

会
に
関
連
し
た
弔
辞
を
手
短
に
読
ん
で
も
ら
え
ま
せ
ん
か
、
と
の
打
診
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
直
ち
に
お
受
け
し
ま
し
た
。
ご
恩
に
報
い
る
こ
と
の
出
来
ぬ
ま

ま
、
先
生
は
他
界
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
門
下
生
の
私
に
で
き
る
さ
さ
や

か
な
弔
い
で
あ
り
ま
す
。

昨
日
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
か
ら
の
勲
章
授
与
の
下
準
備
と
し
て
日
本
側
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か
ら
提
出
し
た
資
料
（
独
文
）
を
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
か
ら
フ
ァ
イ
ル
を
呼

び
出
し
て
打
ち
出
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
資
料
は
後
ほ
ど
奥
様
に
お
譲
り
し
た

い
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
資
料
に
よ
り
、
水
波
先
生
と
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
先

生
と
の
か
か
わ
り
を
皆
様
に
ご
紹
介
し
た
い
、
と
存
じ
ま
す
。

一
九
五
四
年
の
時
、
先
生
は
既
に
教
壇
に
立
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

と
き
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
ヨ

ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
著
『
自
然
法
』
第
二
版
に
出
合
い
、
深
い
感
動
を
覚
え
、

早
く
も
五
十
七
年
に
は
既
に
そ
の
邦
語
訳
を
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
か
ら
出
版
さ
れ

ま
し
た
。

水
波
先
生
は
一
九
六
一
年
か
ら
六
四
年
迄
の
三
ヵ
年
、
ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
教

授
の
下
で
そ
の
法
哲
学
的
思
索
を
更
に
研
鑚
さ
れ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
間

六
二
年
に
、
栗
城
壽
夫
先
生
（
水
波
先
生
の
最
初
の
教
え
子
で
、『
自
然
法
』
の

共
訳
者
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
栗
城
先
生
）
と
一
緒
に
メ
ス
ナ
ー
先
生
を

ウ
ィ
ー
ン
の
自
宅
に
訪
問
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
六
三
年
に
は
再
度
メ
ス
ナ
ー
先

生
を
訪
ね
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
研
究
所
叢
書
「
社
会
倫

理
学
及
び
社
会
政
策
学
」
の
編
集
者
の
一
人
と
し
て
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

関
係
上
、
編
集
会
議
に
参
加
す
る
た
め
渡
墺
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

一
九
八
〇
年
に
は
、
メ
ス
ナ
ー
先
生
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
・
ベ
ア
・
プ

ラ
イ
ス
受
賞
式
に
招
待
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
が
メ
ス
ナ
ー
先
生
と
話
を
交

わ
さ
れ
た
最
後
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

メ
ス
ナ
ー
生
誕
一
〇
〇
年
目
当
た
る
一
九
九
一
年
に
、
ウ
ィ
ー
ン
に
ヨ
ハ
ネ

ス
・
メ
ス
ナ
ー
協
会
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
普
及
と

メ
ス
ナ
ー
列
福
運
動
と
の
両
目
的
を
併
せ
持
つ
協
会
で
す
。
も
ち
ろ
ん
水
波
先

生
は
最
初
か
ら
こ
の
活
動
に
深
く
か
か
わ
ら
れ
ま
し
た
。
二
年
に
一
度
、
ヨ
ハ

ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
協
会
主
催
に
よ
る
メ
ス
ナ
ー
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開

催
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
六
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
初
回
、
第
二
回
は

ウ
ィ
ー
ン
で
、
第
三
回
は
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
水
波
先
生
は
、
毎
回

報
告
者
と
し
て
参
加
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
頃
か
ら
健
康
上
の
理

由
か
ら
、
旅
行
に
厳
し
い
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ド
ク

タ
ー
・
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
っ
た
の
で
す
。
第
四
回
以
降
は
、
私
が
荷
が
勝
ち
す

ぎ
る
の
で
す
が
、
毎
回
報
告
参
加
し
て
お
り
ま
す
。
先
生
の
お
志
を
継
続
し
た

い
と
の
気
持
ち
か
ら
で
す
。
今
年
の
第
七
回
大
会
は
十
月
中
旬
に
予
定
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

先
生
は
、
予
て
か
ら
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
さ
ん
は
聖
人
で
あ
り
、
も
ち

ろ
ん
そ
の
思
想
は
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
広
く
内
容
が
深
い
、
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
。
昨
今
の
出
版
事
情
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
特
に
学
術
出
版
に

関
し
て
は
か
な
り
厳
し
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
出
版
助
成
を
主
た
る
目
的
と

し
て
、
メ
ス
ナ
ー
協
会
日
本
支
部
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
本
部
に
毎
年
春
に
な
り
ま
す

と
、
寄
附
金
を
送
っ
て
参
り
ま
し
た
。
当
初
か
ら
五
万
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
シ
リ

ン
グ
相
当
額
を
送
金
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
実
質
的
に
は
水
波
先
生
の
篤
志

に
基
づ
く
も
の
で
す
。
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
他
に
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
せ

め
て
メ
ス
ナ
ー
協
会
に
か
か
わ
る
範
囲
で
の
先
生
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
知
っ

て
頂
き
た
い
と
思
い
、
こ
こ
に
ご
披
露
し
ま
し
た
。
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メ
ス
ナ
ー
協
会
に
関
連
す
る
こ
と
を
一
応
簡
単
に
ご
紹
介
し
て
参
り
ま
し

た
。
こ
れ
で
も
ず
い
ぶ
ん
語
り
た
い
こ
と
を
割
愛
い
た
し
ま
し
た
。

又
、
門
下
生
と
し
て
、
先
生
に
と
て
も
可
愛
が
っ
て
頂
い
た
関
係
上（
私
は
、

単
位
認
定
を
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
め
て
想
い
起
こ
し
ま
す
と
、
お
よ
そ
八

〇
単
位
分
、
つ
ま
り
二
〇
科
目
前
後
、
水
波
先
生
の
下
で
学
ぶ
機
会
に
恵
ま
れ

た
の
で
す
。）、
い
ろ
い
ろ
と
想
う
と
こ
ろ
が
湧
き
あ
が
っ
て
参
り
ま
す
が
、
こ

れ
も
こ
の
弔
辞
で
は
差
し
控
え
た
い
と
存
じ
ま
す
。
た
だ
、
次
の
一
文
を
附
言

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、
皆
様
の
お
許
し
を
請
い
ま
す
。

私
は
先
生
の
お
計
ら
い
で
十
七
年
前
に
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
に
送
り

込
ま
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
出
し
て
い
る
紀
要
『
社
会
と
倫
理
』
の
最
近
号
（
七

月
十
五
日
発
行
）、
第
十
五
号
の
編
集
後
記
を
私
が
担
当
し
ま
し
た
。
そ
の
後
記

の
最
後
の
段
落
を
朗
読
し
た
い
、
と
思
い
ま
す
。

「
又
、
当
初
主
と
し
て
紙
幅
の
都
合
か
ら
二
回
程
度
に
分
載
す
る
こ
と
で

依
頼
し
て
あ
っ
た
水
波
論
文
は
、
先
生
の
学
問
的
良
心
の
然
ら
し
め
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
と
私
は
信
ず
る
の
で
あ
る
が
、
二
回
目
で
聖
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
を
、
三
回
目
で
聖
ト
マ
ス
を
論
じ
て
お
り
、
次
号
の
第
四
回
目

で
現
代
思
想
を
論
じ
て
完
結
す
る
予
定
で
あ
る
。
長
年
の

蓄
を
傾
注
さ

れ
た
論
文
で
あ
る
だ
け
に
、
次
号
の
出
版
を
渇
望
す
る
の
は
編
集
者
一
人

で
は
あ
る
ま
い
。」

永
遠
に
満
た
さ
れ
な
い
渇
望
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

嗚
呼
、
水
波
先
生
、
私
の
心
に
ポ
ッ
カ
リ
空
い
た
こ
の
空
洞
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。
例
の
如
く
、「
君
は
僕
に
続
い
て
ト
マ
ス
主
義
自
然
法
論
を

一
歩
で
も
前
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
、
…
…
」、
そ
う
諭
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
今
は
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

ご
冥
福
を
祈
る
心
、
切
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

二
〇
〇
三
年
八
月
二
日

山
田

秀

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

水
波
朗
先
生
業
績
目
録

著
書

１
）

『
法
の
観
念
｜

ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
と
そ
の
周
辺
｜

』
成
文
堂
、
一
九
七
一
年

五
月
﹇
三
五
八
頁
﹈

２
）
『
ト
マ
ス
主
義
の
法
哲
学
｜

法
哲
学
論
文
選
｜

』、
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九

八
七
年
二
月
﹇
五
四
八
頁
﹈

３
）
『
ト
マ
ス
主
義
の
憲
法
学
｜

国
法
学
論
文
選
｜

』、
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九

八
七
年
二
月
﹇
五
二
六
頁
﹈

４
）
『
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
法
と
国
家
』、
成
文
堂
、
一
九
八
七
年
一
二
月﹇
一
八
四
頁
﹈

５
）
『
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
』、
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
四
月
﹇
一
三

六
頁
﹈

論
文
（
公
刊
年
代
順
）﹇
尚
、
35
以
下
の
論
文
の
最
後
の
欄
に
、
通
常
の
Ａ
五
版
で
の
頁
数
に
該
当
す
る
と
い

う
趣
旨
で
ペ
ー
ジ
数
を
入
れ
て
お
き
ま
す
。﹈

１
）

「
公
共
の
福
祉
と
自
然
法
」『
法
政
研
究
』
第
一
九
巻
三
号
、
一
九
五
二
年

２
）
「
共
通
善
に
つ
い
て
｜

聖
ト
マ
ス
を
繞
っ
て
の
発
展
｜

」『
法
政
研
究
』
第
二

〇
巻
二
｜
四
合
併
号
、
一
九
五
三
年

３
）
「
自
然
法
の
存
在
と
そ
の
認
識
に
つ
い
て
の
一
試
論
」『
法
政
研
究
』
第
二
二
巻
二
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｜
四
合
併
号
、
一
九
五
五
年

４
）
「
主
権
の
概
念
」『
法
と
政
治
の
研
究
（
九
州
大
学
法
学
部
創
立
三
十
周
年
記
念
論

文
集
）』、
一
九
五
七
年

５
）

「
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
の
国
家
観
と
主
権
否
認
論
」『
法
政
研
究
』
第
二
四
巻
四

号
、
一
九
五
八
年

６
）

「
権
利
の
基
礎
｜

ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
の
ば
あ
い
｜

」『
法
政
研
究
』
第
二
五
巻

二
｜
四
合
併
号
、
一
九
五
九
年

７
）

D
a
s N

a
tu
rrech

t u
n
d
 
d
a
s W

esen
 
d
es S

ta
a
tes,

in
:
J.
H
o
ffn
er,

A
.

V
erd

ro
ss
&
F
.
V
itto

H
rsg

.

）,N
a
tu
ro
rd
n
u
n
g in

 
G
esellsch

a
ft,

S
ta
a
t

 
u
n
d W

irtsch
a
ft,

W
ien 1960.

８
）
「
国
法
学
の
形
式
的
対
象
｜

ド
イ
ツ
公
法
学
派
の
終
焉
｜

」『
法
政
研
究
』
第

二
七
巻
二
｜
四
合
併
号
、
一
九
六
一
年

９
）

「
ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
と
法
観
念
の
二
つ
の
系
列
」『
法
政
研
究
』
第
二
八
巻
二
号
、

一
九
六
一
年

10
）
「
法
の
世
俗
性
｜

Ｍ
・
ヴ
ィ
レ
イ
教
授
の
論
文
を
批
判
し
て
｜

」『
法
政
研
究
』

第
三
一
巻
一
号
、
一
九
六
四
年

11
）

L
a
 
D
o
ctrin

e so
cia
le ch

retien
n
e et le Ju

stice,
in
:
Ju
stice d

a
n
s le

 
M
o
n
d
e,
t.
V
I.
N
o
.
3,
L
o
u
v
a
in 1965.

12
）

D
a
b
in et K

elsen
,
A
n
n
a
les d

e d
ro
it,
t.
X
X
V
.
N
o
.
4,
L
o
u
v
a
in 1965.

13
）
「
ジ
ェ
ニ
ー
と
ダ
バ
ン
｜

二
人
の
ト
ミ
ス
ト
｜

」『
法
政
研
究
』
第
三
二
巻
二

｜
六
合
併
号
、
一
九
六
五
年

14
）

「
福
祉
国
家
の
法
理
｜

社
会
国
家
・
補
完
性
原
理
・
扶
養
国
家
｜

」『
公
法
研

究
』
第
二
八
号
、
一
九
六
六
年

15
）

「
国
家
の
本
質
」『
法
政
研
究
』
第
三
四
巻
二
号
、
一
九
六
七
年

16
）

「
ダ
バ
ン
と
ケ
ル
ゼ
ン
（
一
）（
二
）」『
自
然
法
の
研
究
』
第
一
、
二
号
、
一
九
六

七
年

17
）

N
o
ta
 
a
 
p
ro
p
o
sitio

 
d
e la

 
L
a
icid

a
 
d
el D

erech
o
 
en
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P
h
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so
p
h
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ch
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n
n
a
,
in
:
P
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ectiv
a
s d
e D

erech
o P

u
b
lico en la S

eg
u
n
d
a M

ita
d

 
d
es S

ig
lio X

X
.
H
o
m
a
en
a
ja a

l P
ro
feso

r E
n
g
riq
u
e S

a
y
o
q
u
es-L

a
so
-,
t.

I,
M
a
d
rid 1969.

18
）

「
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
正
義
・
ロ
ゴ
ス
・
法
律
」『
法
政
研
究
』
第
三
六
巻
一
号
、

一
九
七
〇
年

19
）

「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
ナ
ー
ル
の
法
思
想
（
一
）（
二
）（
三
）」『
法
政
研
究
』
第
三

六
巻
二
｜
六
合
併
号
（
一
九
七
〇
年
）、
第
四
一
巻
一
｜
二
合
併
号
、
第
四
二
号
一

号

20
）

L
e d

ro
it et la d

ecisio
n eth

iq
u
e,
in
:
A
.
K
lo
se
&
R
.
W
eiler

H
rsg

.

）,

M
en
sch

en im
 
E
n
tsch

eid
u
n
g
sp
ro
zeß

,
W
ien 1971.

21
）
「
ダ
バ
ン
の
抵
抗
権
論
」『
法
政
研
究
』
第
三
九
巻
二
｜
四
合
併
号
、
一
九
七
三
年

22
）

「
自
然
法
と
実
定
法
｜

ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
に
よ
る
問
題
提
起
｜

」『
自
然
法
と

実
定
法

法
哲
学
年
報
』、
一
九
七
三
年

23
）

「
伝
統
的
自
然
法
と
相
対
主
義
｜

ヴ
ァ
イ
ラ
ー
、
ジ
フ
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
編
『
平
和

へ
の
途
上
で
』
に
因
ん
で
｜

」『
自
然
法
の
研
究
』
第
七
号
、
一
九
七
四
年

24
）

「
菊
池
先
生
と
法
哲
学
」『
法
政
研
究
』
第
四
二
巻
四
号
、
一
九
七
五
年

25
）

「
国
家
の
法
律
的
基
礎
づ
け
」『
法
理
学
の
諸
問
題
』
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年

26
）

「
ミ
シ
ェ
ル
・
ヴ
ィ
レ
イ
の
法
思
想
（
一
）（
二
）」『
法
政
研
究
』
第
四
四
巻
二
号
、

三
号
、
一
九
七
七
年

27
）
「
新
し
い
二
つ
の
憲
法
学
体
系
｜

ヘ
ル
メ
ン
ス
と
ペ
ー
タ
ー
ズ
｜
（
一
）（
二
）

（
三
）」『
法
政
研
究
』
第
四
五
巻
一
号
（
一
九
七
八
年
）、
三
｜
四
合
併
号
、
第
四
七

巻
二
｜
四
合
併
号

28
）

「
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ン
ケ
ル
に
お
け
る
新
ト
マ
ス
主
義
」『
法
政
研
究
』
第
四
六

巻
二
｜
四
合
併
号
、
一
九
八
〇
年

29
）

D
a
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p
rio
ri im

 
R
ech

t u
n
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in
 
d
er E

th
ik
,
in
:
E
rfa
h
ru
n
g
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ezo

g
en
e

 
E
th
ik
,
B
erlin 1981.

30
）

「
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
法
と
国
家
｜

道
徳
的
お
よ
び
政
治
的
義
務
を
中
心
に

｜

（
一
）（
二
）」『
法
の
理
論
』
第
二
号
（
一
九
八
二
年
）、
第
三
号
（
一
九
八
三
年
）

31
）

L
a
 
co
n
n
a
issa

n
ce
 
p
a
r
 
n
a
tu
re
 
et
 
le
 
D
ro
it
 
n
a
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rel

 
en
 
A
sie

｜

L
’o
n
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lo
g
ie d

e l’h
o
m
m
e selo

n
 
N
a
k
a
e
T
o
ju
,
in
:
A
rch

iv
 
fu
r R

ech
ts-

u
n
d S

ta
a
tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

S
u
p
p
lem

en
ta
,
V
o
l.
1,
P
a
rt 2:

V
erh

a
n
d
lu
n
g
en

 
d
es 9.

IV
R
 
W
eltk

o
n
g
reß

B
a
sel 1979,

S
tu
ttg
a
rt 1982.

32
）

「
東
洋
の
自
然
法
論
と
本
性
適
合
的
認
識
｜

中
江
藤
樹
に
よ
る
人
間
存
在
論

92
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｜

」『
東
西
文
化
の
比
較
』
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年

33
）

「
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ス
コ
ラ
学
」『
法
の
理
論
』
第
四
号
一
九
八
三
年

34
）

「
権
利
の
存
在
論
的
考
察
」『
権
利
論

法
哲
学
年
報
』、
一
九
八
四
年

35
）

「
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
と
自
然
法
」、『
自
然
法
｜

反
省
と
展
望
｜

』、
創
文

社
、
一
九
八
七
年
三
月
（
二
九
四
｜
三
二
六
）﹇
三
三
頁
﹈

36
）

「
イ
グ
ナ
シ
オ
・
ブ
ル
ゴ
ア
の
憲
法
理
論
（
一
）」『
久
留
米
法
学
』
第
一
号
、
一

九
八
八
年
三
月
（
二
八
一
｜
三
〇
〇
）﹇
二
〇
頁
﹈

37
）

「
日
本
国
憲
法
前
文
の
民
主
主
義
原
理
」、『
久
留
米
法
学
別
巻
』
第
一
号
、
一
九

八
八
年
七
月
（
一
七
｜
四
三
）﹇
二
七
頁
﹈

38
）

「
イ
グ
ナ
シ
オ
・
ブ
ル
ゴ
ア
の
憲
法
理
論
（
二
）」『
久
留
米
法
学
』
第
三
号
、
一

九
八
八
年
一
二
月
（
一
〇
七
｜
一
二
八
）﹇
二
一
頁
﹈

39
）

「
所
有
権
の
存
在
論
と
エ
ヒ
ー
ド
制
度
｜

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
憲
法
第
二
七
条
を

め
ぐ
っ
て
｜

」、野
村
暢
清
編『
南
部
メ
キ
シ
コ
村
落
に
お
け
る
宗
教
と
法
と
現
実
』

久
留
米
大
学
比
較
文
化
研
究
所
刊
、
一
九
八
九
年
（x
x
x
x

）

40
）

「
意
識
下
の
新
カ
ン
ト
派
観
念
論
｜

青
井
秀
夫
教
授
の
批
判
に
答
え
て
｜

」、

『
法
の
理
論
』
第
一
一
号
、
成
文
堂
、
一
九
九
一
年
九
月
（
二
五
九
｜
二
九
四
）﹇
三

六
頁
﹈

41
）

「
ペ
レ
ル
マ
ン
の
哲
学
｜

新
し
い
自
然
法
論
？
｜

」『
自
然
法
の
多
義
性
』、

創
文
社
、
一
九
九
一
年
一
二
月
（
一
五
｜
三
九
）﹇
二
五
頁
﹈

42
）

D
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er K
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ielen E
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o
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en
,

B
erlin 1993.
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）

43
）

「
日
本
国
憲
法
解
釈
論
と
二
十
世
紀
の
哲
学
」、『
自
然
法
と
実
践
知
』、
創
文
社
、

一
九
九
四
年
八
月
（
八
七
｜
二
三
七
）﹇
一
五
一
頁
﹈

44
）

「
自
然
法
に
お
け
る
存
在
と
当
為
｜

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
倫
理
学
体
系
に

即
し
て
｜

」、『
自
然
法
に
お
け
る
存
在
と
当
為
』、
創
文
社
、
一
九
九
六
年
九
月（
九

七
｜
一
五
七
）﹇
六
一
頁
﹈

45
）
「
共
同
善
の
存
在
論
的
基
礎
づ
け
｜

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
に
よ
る
｜

」、『
変

動
す
る
世
界
に
お
け
る
共
同
善
』、
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
一
九
九
七
年
三
月

（
四
三
｜
六
三
）﹇
二
一
頁
﹈

46
）

「
現
代
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
論
｜

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
理
解
の
た
め
に

｜

」、『
現
代
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
論
』、
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
一
九

九
八
年
六
月
（
三
｜
六
一
）﹇
五
九
頁
﹈

47
）
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n
d
ern

d
en
 
W
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v
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u
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W
ien 1998.
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）

48
）

「
宗
教
的
自
然
法
・
教
会
・
国
家
（
一
）」『
自
然
法
と
宗
教
Ⅰ
』、
創
文
社
、
一
九

九
八
年
一
一
月
（
一
八
五
｜
二
三
六
）﹇
五
二
頁
﹈

49
）
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D
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g
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B
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）

50
）

「
人
間
の
尊
厳
と
基
本
的
人
権
（
一
）」、『
人
間
の
尊
厳
と
現
代
法
理
論
』、
成
文

堂
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
（
一
二
九
｜
一
五
五
）﹇
二
七
頁
﹈

51
）

「
人
間
の
尊
厳
と
基
本
的
人
権
（
二
）」、『
法
の
理
論
』
第
二
〇
号
、
成
文
堂
、
二

〇
〇
〇
年
一
二
月
（
一
七
｜
六
八
）﹇
五
二
頁
﹈

52
）

「
宗
教
的
自
然
法
・
教
会
・
国
家
（
二
）」、『
自
然
法
と
宗
教
Ⅱ
』、
創
文
社
、
二

〇
〇
一
年
六
月
（
一
四
一
｜
二
一
五
）﹇
七
五
頁
﹈

53
）

「
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
と
メ
ス
ナ
ー
倫
理
学
（
一
）」、『
社
会
と
倫
理
』
第
一
三
号
、
南

山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
六
月
（
二
六
｜
五
八
）﹇
三
三
頁
﹈﹇
凡
そ

五
〇
頁
に
該
当
﹈

54
）

「
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
と
メ
ス
ナ
ー
倫
理
学
（
二
）
｜

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
つ
い

て
｜

」、『
社
会
と
倫
理
』
第
一
四
号
、
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
〇
三

年
一
月
（
一
九
｜
六
〇
）﹇
四
二
頁
﹈﹇
凡
そ
六
三
頁
に
該
当
﹈

55
）

「
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
と
メ
ス
ナ
ー
倫
理
学
（
三
）
｜

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
つ

い
て
｜

」、『
社
会
と
倫
理
』
第
一
五
号
、
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
〇

三
年
七
月
（
五
一
｜
九
〇
）﹇
四
〇
頁
﹈﹇
凡
そ
六
〇
頁
に
該
当
﹈

56
）
「
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
」、『
自
然
法
と
文
化
』、
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
七
月
刊

行
予
定
（x

x
x
x

）﹇
五
四
頁
﹈
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真正トミスト、トマス水波朗先生のご逝去を悼む


